


練 習 船 旧 ひ か り 要 目 表 
 
 区 分        船 舶      
 種 目        汽   船 
 船 名        旧 ひ か り 
 用 途        練 習 船 
 船 体 材 料        Ｆ Ｒ Ｐ      
 船 体 寸 法        １３．３５ｍ（Ｌ）×３．７３ｍ（Ｗ）×１．５５ｍ（Ｄ） 
 総 ト ン 数   １９．９９トン 
 主 機 関        ２サイクル舶用高速ディーゼル機関 
          （ＧＭ ８Ｖ～７１Ｎ型 ２６５PS／２１７０RPM×２基） 
 航 行 区 域        限 定 沿 海 
 新造年月日   昭和５４年３月３０日 新造 
 定 員   旅客：０人 船員：２人 その他：４０人（計：４２人） 
 検査有効期間   平成２０年９月１２日まで（検査有効期間切れ） 
 そ の 他        法定検査備品全てあり。 
          廃船手続きは未完了。 

平成１６年３月より運航していないため、主機関を含め 
て各部のオーバーホールを要する。 

    
    ひかり全景（左舷）          ひかり全景（右舷） 

    
     船体劣化状況（裏板）         主機関劣化状況 



船舶売買契約書（案） 

 

 

 

売払人独立行政法人国立高等専門学校機構広島商船高等専門学校契約担当役

事務部長小林 和則（以下「甲」という。）と買受人【法人等名、代表者氏名】

（以下「乙」という。）とは、次の条項により船舶の売買契約を締結する。 

 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおりとする。 
所  在  地  区 分 数 量 摘   要 

 
広島県豊田郡大崎上島町東野 

４２７２番地１ 
 

 
船 舶 
（汽船）

 
１ 隻 
19.99 ﾄﾝ 

 
練習船 旧ひかり

（ＦＲＰ） 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金       円（内消費税等相当額      円） 

   とする。 

（代金の支払い） 

第４条 乙は、売買代金を、甲の発行する請求書により平成  年  月 

     日までに甲に支払わなければならない。 

（検査手数料等） 

第５条 小型船舶検査手数料及び登録手数料等に要する費用は、すべて乙の負 

   担とする。 

（所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第７条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引渡 

   す。 

（危険負担） 

第８条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該 



   物件が甲の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合に 

   は、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。 

（かし担保） 

第９条 乙は、本契約締結後、売買物件に数量の不足又は隠れたかしのある 

   ことを発見しても、売買代金の減免もしくは損害賠償の請求又は契約の 

   解除をすることができない。 

（契約の解除） 

第 10条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除 

   することができる。 

（返還金等） 

第 11条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代 

   金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

  ２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しな 

   い。 

  ３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び売買物件に 

   支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第 12条 乙は、甲が第１０条の規定により解除権を行使したときは、甲の指 

   定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。 

   ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたと 

   きは、現状のまま返還することができる。 

  ２ 乙は、前項のただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損し 

   ているときは、契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を甲に支 

   払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を 

   与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければな 

   らない。 

  ３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、 

   甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転の承諾書を甲に提出し 

   なければならない。 

（損害賠償） 

第 13条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたとき 

   は、その損害の賠償を請求できる。 



（返還金の相殺） 

第 14条 甲は、第１１条第１項の規定により売買代金を返還する場合におい 

   て、乙が第１２条第２項に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があ 

   るときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第 15条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の 

   負担とする。 

（疑義の決定） 

第 16条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

（裁判管轄） 

第 17条 本契約に関する訴えの管轄は、広島商船高等専門学校所在地を管轄 

   区域とする広島地方裁判所とする。 

 

 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の 

うえ、各自その１通を保有する。 

 

 

  平成  年  月  日 

 

 

      甲  広島県豊田郡大崎上島町東野４２７２番地１ 

         独立行政法人国立高等専門学校機構 

         広島商船高等専門学校 

         契約担当役 事務部長  小林 和則 

 

 

      乙  【住 所】 

         【法人等名】 

         【代表者氏名等】 


